
 

「ＴＫＣ経営支援セミナー２０１８」 
～特例事業承継税制を中心に～ 

 

－開催のご案内－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

既に新聞等各種メディアの報道でご存知の通り、平成３０年度税制改正で中小企業

の事業承継をさらに進めるため、事業承継税制に特例が創設されました。 

この特例を適用すると従前の制度とは比較にならないほどのメリットを享受できる

のですがその適用要件も大幅に緩和されました。ただしその適用には認定経営革新

等支援機関の指導や助言が必要となっております。 

平成２４年にいち早く経営革新等支援機関に認定された弊事務所がその制度の概要

や実務面等お話させていただきます。 

それに先立ち第一部では事業承継のコンサルティングで著名なプレゼンスクリエイ

ト代表の笠井智美氏に事業承継の本質についてご講演いただきます。 

お忙しいこととは存じ上げますが、是非ともご参加下さいませ！！ 

 

 

 

◆１３：００～１３：１０ オープニング（１２：００〜受付開始） 

 

◆１３：１０～１４：４０ 第一部「事業承継 成功の秘訣 ～事業承継の本質を踏まえた準備が

会社・事業の生死を分ける～」 

 

              講師 プレゼンスクリエイト 代表 笠井 智美氏 

 

◆１４：４０～１５：００ 休憩 

 

◆１５：００～１６：３０ 第二部「詳説 特例事業承継税制」 

 

              講師 杉本総合会計 代表 杉本 浩志 

               

◆１６：３０～１６：４０ クロージング 

開催日時：２０１８年１０月４日（木） 

１３：００～１６：４０※終了時間は多少前後します 

会  場：RiseVille 都賀山(JR 琵琶湖線守山駅下車徒歩 2 分) 

主  催：杉本総合会計(http://sugi-kaikei.com) 

主   催：杉本総合会計（http://www.sugi-kaikei.com） 

                                         

 



    

参 加 定 員  ５０名（申込先着順） 

 

参    加    費  ５，０００円、お二人目からは３，０００円（いずれも消費税込） 

※但し弊事務所クライアント様は何名様でも無料！ 

 

申 込 方 法  参加申込書にご記入の上、杉本総合会計宛 

                （FAX ０７７－５５２－６１９９）までお申込ください。 

         申  込  締  切  ２０１８年１０月１日（月）  

                 

お 問 合 せ  杉本総合会計（担当：北村） 

          滋賀県栗東市手原５－６－１９ 五番街ビル２０１号 

                ＴＥＬ：０７７－５５２－６１８５ ＦＡＸ：０７７－５５２－６１９９ 

会 場 案 内  

〒524-0033 

滋賀県守山市浮気町 300-24【JR琵琶湖線守山駅東口徒歩 2分】 

TEL 077-583-7181(代) 

 

 

 

 

「 ＴＫＣ経営支援セミナー2018 」参加申込書 

 

 

 貴社名                                        

   

 ご住所                                        

 

 電話番号               ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ       @             

  

 受講者 

所  属 ・ 役  職 氏   名 

  

  

  

送付先 杉本総合会計宛     ＦＡＸ ０７７－５５２－６１９９ 


